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○今月号の主な内容 
防災について……………………………………2 
乙島キャンプ場予約受付開始…………………5

　5月14日（土）集団災害事故救護訓練が実施されました。大型バスが横転し、負傷者が20人程度発生した
事故を想定して、消防団、消防署、警察署、医師会等の各機関の方々がそれぞれの任務を遂行し、大変意義あ
る訓練となりました。表紙写真は、防災救急ヘリ「あおぞら」による物資搬送の様子です。 
　また5月22日（日）には「県防災の日」にあわせて、津波避難訓練を実施（左上写真）。訓練に参加された方
は、避難場所までの移動に要する時間などを確認し、防災意識向上に努めました。皆さまのご協力、誠にあり
がとうございました。  



 2広報6月 3 広報 6月

天井取り付け式 

 

壁取り付け式 

防 災 防 災 
　わが国では、毎年のように台風や梅雨前線に伴う集中豪雨などに
より、各地で水害が発生しています。 
　水防は、恐ろしい水害から私たちの生命や財産を守る大切な役割
を担っています。国・県・市町村や関係団体による水防訓練や水道施
設の整備などの対策はもちろんのこと、これらの機関と地域住民が
一体となった水防体制が必要です。 

　梅雨期になり、水防の役割はますます重要になってきます。 
　水防について、私たち一人一人が理解を深め、地域ぐるみで水防活動および水防意識の向上を図りましょう。 
　また、今のうちに、気象情報の入手方法の確認や緊急避難時の備えをしておきましょう。 
 
インターネットにより、雨量及び河川水位の情報を提供しています。 
 
 
　　パソコン版 
　　　http://kasen.pref.miyazaki.jp 
 
※宮崎県庁ホームページからもアクセスできます。 
「県庁ＨＰ」→「災害情報」→防災関連リンク「雨量・河川水位情報」 
 

洪水から身を守るための心得 

○テレビやラジオからの正確な情報を収集し浸水前に避難をしましょう。 
○町や消防団の避難の呼びかけがあった場合、速やかに避難をしましょう。 
○避難する前に電気・ガスなどの火元を消して避難場所を確認しましょう。 
○できるだけ２人以上で避難しましょう。 
○車での避難は控え、徒歩で避難しましょう。 
　ほとんどの車は水深30cmで、エンジンが止まってしまいます。 
○歩ける水深はひざまでです。 
　ひざより低い浸水深を歩く速度は時速1.5km～2kmになります。お年寄りや子どもが一緒の場合は
　更に時間を要します。 
○長靴は水が入って歩きにくくなる恐れがあります。運動靴をはきましょう。 
○道路冠水時は、側溝、マンホールのフタがとれている可能性があります。道路の真ん中を慎重に歩き
　ましょう。 

※河川の画像は携帯電話からはご覧になれません。 

 

　平成18年9月17日台風13号により延岡市では竜巻が発生するなどして、大きな被害をもたらしました。「災
害は忘れたころにやってくる」といわれています。町民の皆さまには自然災害時に的確な判断と冷静な行動がと
れるよう、周囲の方々との確認をお願いいたします。 

携帯版 
　http://kasen.pref.miyazaki.jp/mobile/

 アドレス 

住宅用火災警報器は設置されましたか？ 
　消防法及び門川町火災予防条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられてい

ます。住宅用火災警報器は火災時に熱や煙を感知して音で知らせてくれるので早期に火災を察知

し、逃げ遅れを防ぐことができます。設置をしていただきますよう、お願い致します。 

 

○新築住宅 

　平成18年６月１日から施行されています。 

○既存住宅 

　平成23年６月１日から施行されています。 

国民年金保険料の納付に困ったら 
 

経済的に保険料を納めるのが困難な人などのために、免除制度などがあります。 

保険料が未納のままだと、老後の年金だけでなく、若いときにも支給される障害基礎年金などが受

けられない場合があります。納付に困ったら、早めにご相談ください。 

納付が困難な人のための 

免除制度 
　経済的な理由などで保険料の納
付が困難な人は、申請して認めら
れれば免除となります。申請免除
には、全額免除（納付なし）、４分の
３免除（４分の１納付）、半額免除
（半額納付）、４分の１免除（４分の３
納付）があります。 

30歳未満の人のための 

若年者納付猶予制度 
　本人と配偶者の所得が一定以下
※の20歳以上30歳未満の人は、
申請により保険料の納付を後払い
にできます。 
※単身の場合57万円（収入ベー
スで122万円）がめやすです。 

学生のための 

学生納付特例制度 
　本人の所得が一定以下※の学生
は、申請により在学期間中の保険
料を後払いにできます。 
※所得のめやすは118万円＋扶
養親族等の数×38万円で計算し
た額以下である場合 

　免除・猶予・特例の承認を受けるためには、原則として毎年申請が必要
です。全額免除と若年者納付猶予制度については、申請時に「継続申請」
を希望すると、翌年からは本人の申請手続きが不要になります。 
 

「免除・猶予・特例は、未納より有利です」 

　免除・猶予・特例のすべての期間が、老後や万一
のときの年金を受給するための資格期間に反映され
ます。 
　また、老齢基礎年金の給付額を算出する際に、減
額はありますが、免除期間を計算に入れることができ
ます。 
　10年以内なら、後から納めて（追納）、老齢基礎年

金を満額に近づけることができます。ただし２年を経
過した分については、当時の保険料に一定の加算が
行われます。 
　保険料を納めないままにしておく「未納」の場合、
これらのメリットがありません。納付が困難なときは、
門川町役場町民課医療年金係までご相談ください。 

毎年申請が必要です 

今 月 の 移 動 年 金 相 談  
　月に１度、日向市で移動年金相談を行っています。年金相談や年金請求の手続きができます。 
年金手帳・印鑑をご持参ください。代理の方が相談される場合は委任状と身分証明書が必要です。 

日　時：6月23日（木）　午前10時から午後3時まで 
場　所：日向市中央公民館 

　移動年金相談では、お客様に会場でお待ちいただく時間を短縮するために、「年金相談の事前登録」
を電話で受け付けております。延岡年金事務所（電話0982-21-5424）にお電話ください。 
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東日本大震災等に伴い 門川町内に避難されている皆様へお願い 門川町内に避難されている皆様へお願い 

『東日本大震災義援金』のお礼 
 
『東日本大震災義援金』のお礼 
 

寄付金報告 寄付金報告 

① 門川町役場へ、ご自身の情報をご提供ください。 
② 避難前にお住まいの県や市区町村からさまざまなお知らせをお届けできる 
　 ようになります。 

平成平成23年４月年４月25日～日～ 

受付中 
平成23年４月25日～ 

受付中 

〔全国避難者情報システム〕 

避難されて 
いる皆様 避難前に 

お住まいの 
県・市区町村 ※門川町へ転入届を 

   提出した方も含み 
   ます。 

門川町役場 宮崎県  

①提供していただく情報 

②お知らせ 

・氏名、生年月日、性別 
・避難前の住所 

・見舞金等の各種給付の連絡 
・国民健康保険証の再発行 
・税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知など 

受付窓口：門川町役場・町民課・町民窓口係　 
　　　　　電話63-1140（221） 

　東日本大震災により犠牲となられた多くの方々に哀悼の意を表

するとともに、被災された方々・地域の復興へ向けた支援のため、

行政と地域が協働して義援金を募らせていただきましたところ、

各地区より多くの義援金が寄せられました。誠に有難うございま

した。集まりました義援金は町長、副町長並びに地区会長・自治

公民館長連合会の中村認会長により日本赤十字社宮崎県支部の支

部長である河野知事へ直接お渡しいたしました。今後日本赤十字

社を通じ被災地へ配分されることになります。 

 

　　　　　　　　　　義援金合計額　4,460,509 円　　 

　昨年の広報かどがわ１２月号でサルビアスタンプ終了

のお知らせを掲載いたしました。 

　このサルビアスタンプ終了に伴い、５月１３日（金）

かどがわシール会様より、町内の小中学校教育支援及び

東日本大震災義援金として町に、福祉支援として社会福

祉協議会と悠々工房へ寄付金をいただきました。かどが

わシール会代表の河野信吉さんは「平成２年から２２年

間にわたる活動ができたことに対して消費者の皆さまへ

感謝の気持ちを込めて寄付をさせていただきました。」

と話されました。 

　ご厚意とご支援に心より感謝申し上げます。 

夢人島サバイバルアイランド乙島キャンプ場の 
　　　　　　　　　　　　　　を開始します！！ 
夢人島サバイバルアイランド乙島キャンプ場の 
　　　　　　　　　　　　　　を開始します！！ 

おと じま 

予約受付 
　門川湾に浮かぶ無人島「乙島」を今年の夏も期間限定でオープンします。 
バンガローを７棟設置してあり、テントやバーベキュー台などの貸出しも行っています。 
普段接することのない大自然にかこまれた「夢人島」をぜひ満喫してください！ 

期間：平成２３年６月１日（水）から８月２６日（金）まで 

時間：平日８：３０から１７：００まで 

 

○予約受付○ 
 

※渡船業者には別に予約が必要です。 

〈ご予約・問い合わせ先〉　産業振興課　商工係（門川町観光協会） 
　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ６３－１１４０（内線２９１） 

第10回宮崎県障がい者スポーツ大会が開催されました。 
 
第10回宮崎県障がい者スポーツ大会が開催されました。 
 
第10回宮崎県障がい者スポーツ大会が開催されました。 
 

福祉課地域福祉係 

平成２３年７月２日（土）から 

　　　　　　８月２８日（日）まで 

・バンガロー（全７棟） 
　　料金：１棟（大人５人用）３，５００円 

・テント　（全２０張） 
　　料金：１張（大人５人用）１，５００円 

・チェックイン・アウト 
　　当日１５時から翌朝１０時まで 

・貸出し 
　　バーベキュー台、炭（３ｋｇ）など。（一部有料） 

○ 施 設 ○  ○オープン期間○ 

お問い合わせください。 

○キャンプ場休業日○ 

　５月８日（日）、県総合運動公園において、第１０回宮崎県障がい者

スポーツ大会が開催されました。町内より選手、ご家族、民生児童委

員、ボランティアの方等、約60名の方に参加していただきました。選手の

皆さんは、ソフトボール投げ、車椅

子スラローム、ジャベリックスロー

等、各種目で健闘され、多くの方が入賞されました。 

　当日は、雨天が心配されましたが、盛会のうちに大会が行われまし

た。この大会を通して、参加者同士の交流が図られ、障がい者スポーツ

についての県民の理解が深まりました。 
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就学前相談 

子ども見守りネットワーク対面式 

平成23年度行政相談の日程   

未来に生きる大切な子どもたちが、一人一人に応じた教育を受けられるようにするため 

を行っています。 
　平成２４、２５年度にお子さまが小学校への入学を控えている保護者の皆さまで、「小学校での学校生活は大丈夫
だろうか？」「授業についていけるだろうか？」「学校での費用について援助制度はないのだろうか？」など、お子さま
のこころやからだの発達に関して、あるいは育児や教育について、心配事や悩みをおもちの方々のために相談を承っ
ています。 
　相談を受けるのは、門川町教育委員会の担当者や門川町教育研究所の指導員です。 
　どうぞお気軽にご相談ください。（秘密は厳守します） 

門川町教育委員会　教育総務課（門川町役場本館２階）　TEL６３－１１４０（内線268） 
門川町教育研究所（五十鈴小学校南校舎１階）　　　　　TEL６３－１５６６ 
※門川町教育研究所の相談日は平日　火曜日～木曜日（９：００～１６：００） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金曜日（９：００～１２：００） 

　５月６日（金）草川小学校にて、子ども見守りネットワーク対面式が行われまし
た。対面式は見守りボランティアの方 と々児童がお互いを知ることによって、ふれ
合いを大切にしようする目的のもと開かれ、約４０名のボランティアの方々が参加
しました。見守りボランティアを代表して園田敏行さんから、「みなさんの安心、安
全を見守りますので元気にあいさつをし、交通ルールを守って登下校をしてくださ
い」といったお話があり、児童からは活動に対する感謝の言葉が披露されました。 
　地域全体による子どもたちの安全体制づくり強化のため、町民の皆様のご理
解、ご協力をお願いいたします。 

毎日の暮らしの中で、国などの仕事について…    
●　苦情や困っていることがある。    
●　制度や仕組みが分らない。    
●　相談してみたが、説明に納得がいかない。    
●　どこに相談したらよいか分らない。    

などがありましたらお気軽にご相談ください。 

平成23年度　年間日程表 

4月12日 

5月10日 

6月14日 

7月12日 

8月  9日 

9月13日 

10月11日 

11月  8日 

12月13日 

  1月10日 

  2月14日 

  3月13日 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

（火） 

※毎月第2火曜日午前10時～午後3時     
※場所 : 門川町総合福祉センター  平成23年度　行政相談委員制度 

は50周年を迎えます。 

― ご存じですか行政相談委員 ―      

行政相談委員 　平木　 健 　さん    
       　　　　　弓削　美穂子　さん   

　全国どこからでも同じ電話番号でかけられます。       
相談は無料、相談内容などの秘密は堅く守られます。   

なお、相談は総務省宮崎行政評価事務所（TEL0985‐24‐3370）      
でも、受け付けています。 

行政苦情110番： 

0570-090110（お困りならマルマル苦情110番）  

相談
してよかった！

国民（相談者） 

門川町農業委員会委員選挙 
　平成23年７月10日執行の門川町農業委員会委員選挙が一人の棄権者もなく、公正
で明るい選挙が実現できますよう有権者の皆様のご協力を宜しくお願いします。 

有権者名簿 

立候補説明会室 

立候補届出書類等 
事前審査日 

立候補届日 

期日前投票及び 
不在者投票 

投票日 

開票日（選挙会） 

1

2

3

4

5

6

7

平成23年１月１日現在の申請により、門川町農業委員会委員選挙人名簿に 
登載されている方 

６月21日（火）午後１時30分～ 

６月28日（火）午前９時～午後４時 

７月５日（火）午前８時30分～午後５時 

７月６日（水）～７月９日（土） 
午前８時30分～午後８時 

７月10日（日）　午前７時～午後６時 

７月10日（日）　午後７時～ 

門川町役場　別館第２会議室 

門川町役場　別館第２会議室 

門川町役場　別館第２会議室 

門川町役場　別館第２会議室 

門川町役場　３階会議室 

投票所　門川町役場（63-1140）　 
別館第２会議室 

お問い合わせ先　門川町選挙管理委員会 TEL63-1140（242） 

臨時的任用職員の募集 臨時的任用職員の募集 
緊急雇用創出事業に係る臨時的任用職員を下記のとおり募集します。 

受付期間：平成２３年６月６日（月）～６月１６日（木） 
受付窓口：門川町教育委員会　社会教育課（電話６３－１１４０内２６６） 
選考方法：書類審査、面接 

履歴書（顔写真貼付のこと）を窓口に提出して下さい。（郵送可・当日消印有効）　　　 
書類選考ののち、６月２０日までに面接日を連絡します。 
選考にもれた方には、連絡いたしませんので、ご了解ください。 

記 

任用期間：平成２３年７月１日（金）～平成２３年１２月３１日（土） 

身　　分：臨時的任用職員 

任用人数：２名 

賃　　金：日額5,800円（年末手当あり。日額の10日分）　　　　 

　　　　　雇用保険、社会保険あり　 

勤務場所：門川町立中央公民館 

勤務時間：8時30分～17時15分（昼休み12時～13時） 

休　　日：毎週土曜日、日曜日、祝祭日 

職務内容：文化財調査の補助、調査データの整理、その他、 

条　　件：年齢、性別、不問 
　　　　　パソコン（エクセル、ワード）ができることが望ましい。 
　　　　　文化財調査経験、文化財に関する興味や知識があればなお良い。 
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外国人の不法滞在・不法就労防止に理解と協力を 

◎不法滞在者対策の推移 
　警察は、平成16年から平成20年までの５年間で外国人犯罪の

温床と指摘される不法滞在者を半減させることを目標に積極的

な取り締まりを行ってきました。 

　平成15年12月現在、日本国内に約25万人いるといわれた不

法滞在者数は、平成22年１月現在で約11万人まで減少していま

すが、依然として高い水準で推移しています。 

◎巧妙化する不法外国人 
　最近は 

　・技術の向上によるパスポート等の証明書の精巧な偽造 

　・偽装結婚・偽装認知等により不正に在留資格を取得する 

　・退去強制歴を有する外国人がブローカーと共謀しパスポートを譲り受け、指紋認証の必

　　要がない日本人になりすます 

　・特殊なテープを指に貼って指紋を変造して審査をくぐり抜ける 

等、犯行手口・形態が悪質・巧妙化の傾向にあります。 

　また、雇用者が不法滞在者を工場の敷地内に居住させたり、稼働先と住居の間を車両で送

迎するなど摘発を免れるための対策を講じている場合がある等、不法滞在者が潜在化して

いるのも摘発を困難にしています。 

　不法滞在者は、出入国及び在留管理の公正を損なうだけでなく、凶悪犯罪、薬物犯罪等を

引き起こす者もおり、我が国の治安に重大な影響を及ぼしています。 

◎住民の皆さんへのお願い 
警察活動をより効果的に推進するためには、住民の皆さんのご協力が不可欠です。 

★外国人を雇用する場合は、確実に在留資格・期限の確認を！ 

　★近所で不審な外国人を見かけたり、飲食店などで違法に働いているような外国人を見た

　　り、噂を聞いたりした場合は、最寄りの警察署、交番にお知らせ下さい。 

暴走族を追放しよう 暴走族を追放しよう 
　例年夏場になると暴走族の活動が活発になり、地域の住民に大きな迷惑を及ぼしています。 
　暴走族の追放には、地域の協力が不可欠で、地域で暴走行為を「しない」「させない」「見に
行かせない」運動を推進し、また、暴走族が集まっていたり、暴走行為をしているのを見かけた
ら、遠慮せず110番通報してください。 

盗難・・・・・８件（うち自転車盗難３件）　　　　　　器物損壊・・・１件 
 
 　４月中の門川町内での自転車盗難は３件でした。自転車を止めるときは、短い時間でも必ず「２重ロック」を 

心がけましょう。 

門川交番管内情報（４月末現在） 
 

子ども手当は 
引き続き支給されます 

子ども手当は、平成23年4月～9月までの 6ヵ月間 
これまでと同じ月額13,000円で 
引き続き支給されることになりました。 

支給金額 子ども1人につき　月額13,000円 

0歳から中学校卒業まで 

平成23年　6月　 
平成23年10月 

（0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで） 

（平成23年2月分～5月分） 

（平成23年6月分～9月分） 
支 給 月  

支給対象となる子ども 

◆次の方は、役場窓口（公務員の場合は勤務先）への申請手続きが必要です。 
●出生などにより、新たに養育する子どもができた方 

●既に受給していて、出生などにより養育する子どもが増えた方 

●既に受給していて、他の市町村から引っ越しをされた方 

◆次の方は、手続きの必要はありません。 
●既に受給していて、支給対象となる子どもの数に変更がない方 

◆平成23年6月の現況届けの提出は不要です。 
ただし、10月に届出・申請などが必要になることがあります。 

詳しくは、下記にお問い合わせください。 

お問い合わせ先 門川町役場　福祉課　子育て支援係 
TEL63-1140（内線231） 

ご 注 意  ご 注 意  
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門川町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会 

使用済みの農業用廃プラスチックは正しく処理しましょう 
農業用廃プラスチックとは 
　使用済みの農業用ビニールや農業用ポリフィルムのことで、一般的には「農業生産資材廃棄物」と呼ばれて
います。また、『廃棄物処理及び清掃に関する法律』では、「廃業廃棄物」に分類され、排出事業者の適正な処
理が義務づけられています。この法律の罰則規定には、不法投棄や違法焼却行った場合「５年以下の懲役若し
くは1000万円以下の罰金」の重い罰則が定められています。 

デポジット制度について 
　当協議会では、環境の保全及び資源の有効利用の観点から農業用廃プラスチックの受け入れを実施し、リサ
イクル等のための適正処理にご協力をお願いしております。これまで本町の廃プラスチック処理はデポジット制
度を採用していましたが、平成23年３月31日でデポジットの徴収を停止しました。廃プラスチックの回収
については、これまでどおり行いますのでご協力をお願いいたします。 

搬入時の注意事項 
１．塩化ビニールフィルム（ハウス・トンネルのビニールなど）について 
　◇耳ひもを取り除き、重量10～15kg程度にして２カ所ほどを結束して下さい。 
　◇処理費がかかります。（デポジット券使用時は除く）。 
２．ポリフィルム（ポリマルチ、加温機のダクト、肥料袋など）について 
　◇細かい分類に分別して、適当な長さ・重さで梱包して下さい。 
　◇処理費がかかります。（デポジット券使用時は除く）。 
３．搬入日までの廃プラスチック保管について 
　◇水分を含むと重量が増して処理経費がかさみますので、雨水等を避けた場所で保管することをお勧めします。 

搬入日・場所 

第 １ 回  

第 ２ 回  

第 ３ 回  

搬 入 場 所  

平成23年　７月　第１火曜日　午前8：30～午前11：30　※ ７月５日（火）予定 

平成23年10月　第１火曜日　午前8：30～午前11：30　※10月４日（火）予定 

平成23年12月　第１火曜日　午前8：30～午前11：30　※12月６日（火）予定 

門川町清掃工場 

１．当日、計量後に処理費（生産者負担分）を納めて頂くこととなります。よろしくお願いいたします。 

２．期日・時間は必ず守ってください。期日以外の日は、検査員が不在のため搬入できませんのでご了承ください。 

３．収集日が確定しましたら当月の町報かどがわ「今月の主な行事」に掲載いたします。 

※初めての方は、役場産業振興課農政係までご連絡ください（電話63-1140　内線288：安田） 

私達の住んでいる門川町を守り、その素晴らしい生活環境を次世
代に残していくためにも、農業用廃プラスチックの適正処理にご協
力お願いいたします。 

農業経営者の皆
様へ 

〈梱包例：ハウスビニールやマルチの場合〉 

〈梱包例：肥料袋の場合〉 

合併処理浄化槽を設置する方へ 合併処理浄化槽を設置する方へ 合併処理浄化槽を設置する方へ 
　生活環境の向上及び自然環境の保全を図るため、合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内
で補助します。 
　補助対象となる建物は、専用住宅、飲食店、事業所、アパート等です。 

　＜合併処理浄化槽とは？＞ 
　　微生物の働きにより、生活雑排水・し尿等をきれいにして放流するものです。 
　　合併処理浄化槽を導入することで河川・海域の汚染を防止することができます。 

　＜助成額＞ 
　　　合併処理浄化槽の規模により助成金額が変わります。 
　　　また、単独浄化槽、汲取りから合併処理浄化槽へ転換する方は、設置費用補助金が 
　　１０万円加算されます。 

　　助成額（平成23年度申請分） 
　　　　５人槽　３３２，０００円（新築） 
　　　　　　　　４３２，０００円（単独浄化槽、汲取りから転換） 
　　　　７人槽　４１４，０００円（新築） 
　　　　　　　　５１４，０００円（単独浄化槽、汲取りから転換） 
　　　１０人槽　５４８，０００円（新築） 
　　　　　　　　６４８，０００円（単独浄化槽、汲取りから転換） 
　　　　　　　（助成額は年度により変更する場合があります。） 

　＜維持管理＞ 
　　浄化槽は適正な維持管理を行わなければ、十分に機能しない場合や、逆に自然環境を悪化 
　させる場合もあります。 
　　　①保守点検 
　　　　　浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給などを行います。県知事登録業者に依頼 
　　　　してください。 
　　　②清　　掃 
　　　　　槽内の掃除やたまった汚泥を抜き取る作業です。市町村長の許可を受けた業者に依 
　　　　頼してください。 
　　　③法定検査 
　　　　　保守点検、清掃が適正に行われているかを検査するものです。宮崎県環境科学協会 
　　　　（℡０９８５－５１－４３３１）に連絡してください。 

　　詳しくは、役場環境建設課環境係又は設置業者にお問い合わせください。 

　今月、平成２３年度町県民税の納税通知書兼納付書を発送します。 
なお、平成２３年度から大きく変更になる点があります。 
 
◎変更点◎ 
一．納期の回数が変更になります。 
　　平成２２年度までは、６月から３月までの年１０期払いでしたが、平成２３年度の町県民税
　からは、６月、８月、１０月、１月の年４期払いになります。 
 
二．コンビニエンスストアでの納付が可能になります。 
　　これまでの納付方法（各金融機関での納付・口座振替）に加えて、新たにコンビニエンスス
　トアでの納付が可能になりました。 

平成２３年度　町県民税(住民税)について 
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65歳以上の方の 
保険料 
20％ 

40歳～64歳 
の方の保険料 
30％ 国の負担金 

25％ 

県の負担金 
12.5％ 

平成21年度 

国が上昇分 
全額負担 

国が上昇分 
半額負担 

平成22年度 平成23年度 

町の負担金 
12.5％ 

介護保険 
財源の内訳 

公
費
か
ら
50
％ 

保
険
料
か
ら
50
％ 

介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
け
る 

平
成
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年
度
〜
23
年
度
の 

計
画
上
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「平成23年度・介護保険料（65歳以上の方）についてのお知らせ」 
●介護保険料の算定方法についてご説明します。 
 

●平成21年度から23年度の介護保険料についてご説明します。 

●年金天引き（特別徴収）介護保険料の平準化について（8月年金分から天引きの金額が変動します。） 

●65歳以上の方の保険料額は3年ごとに作成する介護保険

事業計画にもとづいて改定されます。（平成20年度に策定済） 

　平成21年度～23年度までに必要とされる年間の介護サー

ビス費用を計算し、その費用の20パーセントの金額を、65歳

以上の方の人数で割った値が保険料の基準額（保険料段階の

第4段階）となります。 

　第4期事業計画期間中の3年間に必要とされる介護サービ

ス費用の合計は約39億円と見込まれています。 

●平成21年度４月より介護従事者の処遇改善の

ために、介護サービスの報酬額が改定されました。 

　この改定にともなう介護保険料の急激な上昇を

おさえるために、平成21年度・22年度について

は、上昇分を国が段階的に負担しています。（平成

23年度は国の負担はありません。） 

　介護保険料の年額につきましては、6月に確定する町県民税・所得金額をもとに保険料段階が決定しますが、その後

に上記の改定を反映させますと「本徴収期間（10月～3月）」の変動金額が大きくなってしまいますので、「仮徴収期

間（4月～9月）」の8月年金天引き分につきまして、保険料天引き額の平準化を実施します。その為、4月・6月の天引

き金額と8月の天引き金額が変わってまいりますので、ご了知いただきますようお願いもうしあげます。介護保険は、

老後の安心をみんなで支える制度です。介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。 

門川町の65歳以上の方の介護保険料は下記の表のとおりとなります。 

保険料段階 
平成21年度 
年間保険料 

平成22年度 
年間保険料 

平成23年度 
年間保険料 

第１段階 

第２段階 

第３段階 

基 準 額  
第４段階 

第５段階 

第６段階 

対 象 と な る 方  

生活保護受給者の人。又は、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯 
全員が住民税非課税の人。 

本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の所得と課税年 
金収入の合計額が80万円以下の人。 

本人は住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる人。 

本人が住民税課税で、前年の本人の合計所得金額が200万円未 
満の人。 

本人が住民税課税で、前年の本人の合計所得金額が200万円以 
上の人。 

本人及び世帯全員が住民税非課税で、前年の本人の所得と課税年金 
収入の合計額が80万円を越える人。又は、未申告者のいる世帯の人。 

25,100 

25,100 

37,600 

50,200 

62,700 

75,300

25,400 

25,400 

38,100 

50,900 

63,600 

76,300

25,700 

25,700 

38,600 

51,500 

64,300 

77,200

平成23年度の「くらしのアドバイザー」を紹介します 平成23年度の「くらしのアドバイザー」を紹介します 
　くらしのアドバイザーは住民の消費生活（悪質商法やクーリング・オフなど）に関する相談にアド
バイスをしたり、県や町に対して消費生活に関する意見や情報を提供する活動を行っています。 
　町内でも「振り込め詐欺」や「架空請求」など、悪質な手口が発生しておりますので、おかしいと
思ったらすぐにお近くのアドバイザーにご連絡ください。 
　その他にも、消費生活に関する事で、お気付きの点や困った事がございましたら、お気軽にアドバ
イザーまで声をおかけください。 
 

山崎　珠枝　（本　町）　☎63－0753 
竹本　眞巳　（東栄町）　☎63－4789 

 
　消費生活に関するご相談・お問い合わせは、くらしのアドバイザーほか、下記までお気軽にご相談
ください。 

延岡地方消費生活センター　☎0982－31－0999 
産業振興課　商工係　　　　☎63－1140（内線291） 

　福島第一原発事故をうけ、菅直人首相は、「再生可能な自然エネ
ルギーと、エネルギーを今ほど使わない省エネ社会構築にこれま
で以上に大きな力を注ぎ、エネルギー政策全体を見直したい」と表

明しました。今後、新しいエネルギー政策に転換がされていくなかで、私たちの周りには、大型テレビやエ
アコンなど生活を便利にする電気製品が増えています。それに伴い、家庭でのエネルギー消費が増え、地
球温暖化の原因となるCO2の排出も増えています。夏は、消費電力がグーンとはね上がる季節です。 
　エネルギーの無駄遣いをしていませんか？ふだんのエネルギーの使い方を再点検して、省エネ型の暮
らしを心がけましょう。 

家庭でのエネルギー消費が多いのは 
　　　　　　「冷暖房」「給湯」「照明・家電」 

冷房の省エネ 給湯器の省エネ 

照明・家電の省エネ 

冷房の省エネ 
１．夏の設定温度は28℃を目安にしよう 
２．扇風機の併用で、部屋全体にエアコンの風を
　 行き渡らせよう 
３．冷房の不必要なつけっぱなしをやめよう 
４．窓にカーテンやブラインドをつけて夏の日
　　差しをカットして熱の侵入を防ごう 
５．エアコンのフィルターはこまめに掃除しよう 

給湯器の省エネ 
１．夏はお湯の設定温度を低く 
２．お湯を沸かすときには水からではなく、給湯
　　器のお湯を沸かして使おう 
３．食器を洗うときは低温に設定（例えば40℃
　　を38℃に） 
４．洗い物はため洗いをしよう 
５．洗う前に水につけたり、布で汚れを拭き取っ
　　たりして使うお湯の量を減らそう 
６．お風呂は時間を置かず、続けて入ろう 
７．入り終わったら必ずふたをしよう 
８．シャワーを流す時間は短めにしよう 
９．お風呂の使用後は種火、電源を切ろう 
 

照明・家電の省エネ 
１．こまめに主電源をオフ 
２．使わない電気機器はコンセントからプラグ
　 を抜こう 
３．同じ明るさでも消費電力が少ない電球型蛍
　　光ランプやLED電球を使おう 
４．照明を点ける必要がない部屋は消灯しよう 
　　使わないときはOFF！ 出典：（財）九州電気保安協会 

夏 
28℃ 

冬 
20℃ 
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第59回 

幕府の巡見使の往来～その１１～ 

　巡見使の質問に対する答えは、藩領の施設や村の様子、風土や風物

を説明するだけでなく、それらに対する課税や税の徴収法について聞か

れた時の答えの準備という側面があります。というのも、巡見には農民

の立場から藩政をチェックするという幕府の姿勢が反映されていた

からです。 

　江戸時代には、田畑が一度荒れるとかなり長期間かけないと復

旧できない、もしくは耕作を放棄するしかないことも多くありました。

新田開発もそう容易なことではありません。そうなると農民の困窮は計り

知れないものがあります。延岡藩でもそのことに配慮して、年貢の減免措置がありまし

た。（災害などにより）荒れ地があるときは、すぐに書き上げ（調書を出して）役人の見分を受け、石や砂

が入ったり、川の流れで土地が削り取られて、当分は元通りに復旧できない田畑は、年貢を年々引き（毎

年毎年その分を免除する）、すぐに復旧できるような場合は、一作引き（当年の年貢を免除）、もう復旧が

不可能な場合は、永引（永年の年貢の免除）、新しく土地を開くときは、役所に願いを出したうえで開発

し、見分を受け、場所によっては、３年～４年の鍬下御免（収穫が充分できない土地として、課税されな

い土地）となって、その後、吟味を受けて、新地の位付（くらいづけ：課税のために土地の価値をきめるこ

と）をして、取箇（年貢の徴収）を申しつけられます。切添（きりそえ：もともとあった土地に周辺の山など

を切り開いて土地を増やす）についても見分吟味のうえ年貢が決められることが細かく説明されていま

す。 

　ちなみに飫肥領「清武」（大淀川以南、清武川・加江田川沿岸の村々）の寛文二年の大津波による被

害で、田畑の復旧に五十年かかったと言われます。また、享保二年の新燃岳大噴火による高原郷の被害

は、鹿児島藩の総力をあげて復旧に五年かかったそうです。 

 

  

一
、
新
地
荒
地
有
之
事 

　
　
　
御
答
　
荒
地
御
座
候
得
者 

　
　
　
早
速
書
上
役
人
中
見
　 

　
　
　
分
ヲ
受
石
砂
入
川
欠
等
ニ
而 

　
　
　
當
分
立
帰
リ
不
申
分
者 

　
　
　
年
々
引
ニ
被
仰
付 

　
　
　
早
速
立
帰
リ
候
程
之
荒 

　
　
　
地
者
一
作
引
、
末
々
立
帰 

　
　
　
不
申
土
地
者
永
年
被 

　
　
　
仰
付
候
　
新
地
場
有
之 

　
　
　
節
者
願
之
上
開
発 

　
　
　
仕
、
見
分
之
上
其
場
所
ニ 

　
　
　
寄
三
年
も
四
年
も
鍬
下 

　
　
　
御
免
ニ
而
其
後
吟
味
之 

　
　
　
上
、
新
地
位
付
相
極
取 

　
　
　
箇
相
附
申
候
　
切
添
之
儀 

　
　
　
是
又
有
之
候
節
者
書
上 

　
　
　
役
見
分
吟
味
之
上
取
箇 

　
　
　
申
付
候
事 

  

勝蓮寺の天井画第４２回 

古
文
書
を
読
む

シュンラン？ スイセン 

平成23年6月1日発行 
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6月8日（水）、22日（水） 

6月11日（土） 

★グッバイ・ヒーロー 
横関　大／著　　講談社 

★たまゆら 
あさの　あつこ／著　　新潮社 

★神の左手 
ポール・ホフマン／著　金原　瑞人／訳　講談社 
★大震災後の日本経済 

野口　悠紀雄／著　　ダイヤモンド社 
★育てて楽しむ　はじめての緑の
カーテン 

緑のカーテン応援団／著　　家の光協会 

★旅のはじまりはタイムスリップ 
三田村　信行／作　十々夜／絵　あかね書房 

★そのこ 
谷川　俊太郎／詩　塚本　やすし／絵　昌文社 
★千年の森をこえて 
キャシー・アッペルト／著　片岡　しのぶ／訳 
デイビッド・スモール／絵　あすなろ書房 

★おとうさんの手 
まはら三桃／作　長谷川　義史／絵　講談社 

★土の色って、どんな色？ 
栗田　宏一／著　　福音館書店 

 

★テンペスト 
池永　永一／著　　角川書店 

ドラマ：NHK－BS　１１年７月～ 
★星守る犬 

村上　たかし／著　　双葉社 

映画：１１年６月１１日公開 

★デンデラ 
佐藤　友哉／著　　新潮社 

映画：１１年６月２５日公開 

★小川の辺 
藤沢　周平／著　　文藝春秋 

映画：１１年７月２日公開 
 

５４，２１３冊 

２７，３１８冊 

６，５０７冊 

１，７７５点 

８９，８１３冊(点) 

 

平成23年4月30日現在 

6月休館日 

【ドラマ化・映画化情報】 

移動図書館 

※西門川小・中の生徒が利用対象です 
※お昼休み時間にうかがいます 
■巡回日程■ 
6月9日（木）、6月23日（木） 
7月7日（木） 
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昭
和
35
年
８
月
１
日
〜
昭
和
36
年
７
月
31
日 

２
．
免
許
期
限
を
失
効
し
、
新
免
許
を
取
得
し

た
場
合
、
旧
免
許
の
期
間
は
継
続
と
な
り
ま
せ

ん
。 

３
．
常
時
運
転
に
従
事
し
、
過
去
５
年
以
上
無
事 

故
無
違
反
の
方
。 

４
．
安
全
運
転
を
励
行
し
、
協
会
活
動
に
協
力
し 

他
の
模
範
と
認
め
ら
れ
る
方
。 

　
以
上
が
表
彰
基
準
と
な
り
ま
す
。 

お
申
し
出
方
法 

お
申
し
出
期
限
　 

　
平
成
23
年
６
月
30
日
（
木
）
ま
で 

　
な
お
、
表
彰
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
お
手
数

で
す
が
、
運
転
免
許
証
と
印
鑑
を
ご
持
参
の

上
、
事
務
局
（
門
川
町
役
場
総
務
企
画
課
総
務

係
）
ま
で
お
申
し
出
下
さ
い
。 

※
お
申
し
出
後
、
無
事
故
無
違
反
を
確
認
す
る

た
め
、
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
に
証
明
書

の
発
行
を
依
頼
い
た
し
ま
す
。 

　
こ
の
た
め
、
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
、

お
申
し
出
は
「
本
人
様
ご
自
身
」
に
限
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。 

※
表
彰
時
期
は
、
平
成
23
年
10
月
頃
（
法
令
講

習
会
時
）
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

お
問
い
合
わ
せ 

　
日
向
地
区
交
通
安
全
協
会
門
川
支
部
事
務
局

　
（
門
川
町
総
務
企
画
課
総
務
係
） 

　
☎
６
３
｜ 
１
１
４
０
（
内
線
２
４
２
） 

         

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
０
４
３
｜
３
０
２
｜
０
２
８
４ 

Ｉ
Ｐ
電
話
な
ど
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
が
つ
な
が
ら
な

い
方
は
　
０
４
３
｜
３
３
２
｜
２
５
２
５
へ 

（
平
日
：
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
　
　
土
・
日
・

祝
日
：
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
） 

※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
に
お
か
け
に
な
る
と
き
は
、
３

分
ご
と
に
８
・
５
円
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま

す
。 

　
な
お
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
に

対
す
る
支
援
と
は
、
電
話
番
号
等
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

〈
お
問
い
合
わ
せ
〉 

　
門
川
町
役
場
　
総
務
企
画
課
　
情
報
対
策
係 

　
☎
６
３
｜
１
１
４
０
（
内
線
２
６
２
） 

     

　
日
向
地
区
交
通
安
全
協
会
門
川
支
部
で
は
、
平

成
23
年
度
優
良
運
転
者
の
表
彰
申
し
出
を
受
付
い

た
し
ま
す
。
表
彰
基
準
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 

〜
表
彰
基
準
〜 

１
．
免
許
取
得
後
、
ち
ょ
う
ど
満
10
年
、
20
年
、 

 
30
年
、
40
年
、
50
年
に
達
し
た
方
（
例
：
免
許

取
得
後
11
年
目
、
12
年
目
な
ど
の
方
は
申
し
訳

ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
該
当
し
ま
せ
ん
） 

○
10
年
表
彰
該
当
者
の
免
許
取
得
年
月
日 

　
平
成
12
年
８
月
１
日
〜
平
成
13
年
７
月
31
日 

○
20
年
表
彰
該
当
者
の
免
許
取
得
年
月
日 

　
平
成
２
年
８
月
１
日
〜
平
成
３
年
７
月
31
日 

○
30
年
表
彰
該
当
者
の
免
許
取
得
年
月
日 

　
昭
和
55
年
８
月
１
日
〜
昭
和
56
年
７
月
31
日 

○
40
年
表
彰
該
当
者
の
免
許
取
得
年
月
日 

　
昭
和
45
年
８
月
１
日
〜
昭
和
46
年
７
月
31
日 

○
50
年
表
彰
該
当
者
の
免
許
取
得
年
月
日 

　
平
成
23
年
７
月
24
日
ま
で
に
、
ア
ナ
ロ
グ
放
送

は
終
了
し
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
（
地
デ
ジ
）
に

完
全
移
行
し
ま
す
。
未
対
応
の
方
は
ア
ナ
ロ
グ
放

送
終
了
ま
で
に
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。 

　
ま
た
、
地
デ
ジ
を
視
聴
す
る
た
め
に
は
大
き
く

分
け
て
３
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。 

 

　
・
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
に
買
い
替
え
る
。 

　
・
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
新
た
に
購
入
す
る
。 

　
・
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
で
視
聴
す
る
。 

 

　
詳
し
い
視
聴
方
法
は
総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

送
相
談
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な

る
か
、
総
務
省
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎
０

５
７
０
｜

０
７
｜

０
１
０
１
）
及
び
デ
ジ
サ
ポ
宮

崎
（
電
話
０
９
８
５
｜

６
０
｜

７
３
４
８
）
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
相
談
セ
ン
タ
ー 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

h
ttp
://w
w
w
.soum

u.go.jp
/m
ain
_sosiki/joh

o_tsusin
/d
tv/in

d
ex.h
tm
l 

 

　
ま
た
、
平
成
23
年
１
月
か
ら
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

受
信
料
全
額
免
除
世
帯
へ
の
支
援
に
加
え
て
、
市

町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す
る
支
援
も
行
っ
て

い
ま
す
。 

　
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
に
対
す
る
支
援
に
つ

い
て
は
、
総
務
省
　
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実

施
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

総
務
省
　
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン

タ
ー 

h
ttp://w

w
w
.ch
id
ejish

ien
.jp/ 

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
：
０
５
７
０
｜
０
２
３
７
２
４
　 

募
集
・
お
知
ら
せ 

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
講
座
」                     

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
学
び
ま

す
。                     

●
内
　
　
容                     

☆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
閲
覧                    

☆
電
子
メ
ー
ル
の
使
い
方                    

☆
情
報
モ
ラ
ル
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
等                    

●
コ 

ー 

ス   

２
時
間
×
３
日
間
コ
ー
ス                  

 

午
前
と
夜
間
の
２
コ
ー
ス
あ
り
ま
す
。
ご
都
合

の
よ
い
コ
ー
ス
を
お
選
び
く
だ
さ
い
。                    

午
前
の
部
　
９
時
30
分
〜
11
時
30 
分             

　
６
月
27
日
（
月
）
６
月
30
日
（
木
） 

　
７
月
４
日
（
月
） 

夜
間
の
部
　
19
時
30
分
〜
21
時
30
分                 

　
７
月
８
日
（
金
）
７
月
12
日
（
火
） 

　
７
月
15
日
（
金
） 

●
費
　
　
用
　
２
，
５
０
０
円
　
（
テ
キ
ス
ト
代
） 

●
会
　
　
場
　
門
川
町
立
図
書
館
　
２
階
　 

　
　
　
　
　
　
情
報
研
修
室 

                    

●
受
講
資
格
　
原
則
と
し
て
門
川
町
内
に
在
住
し

　
　
　
　
　
　
て
い
る
成
人
男
女
　 

                    

●
定
　
　
員 

　
午
前
の
部
、
夜
間
の
部
　 

　
と
も
に
20
名
（
定
員
に
な
り
次
第
、
受
付
終
了
） 

●
申
込
方
法
　
お
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。  

●
お
申
込
・
お
問
合
せ
　 

　
門
川
町
役
場
　
社
会
教
育
課
　 

　
☎
６
３
｜

１
１
４
０
（
内
線
２
６
６
） 

 

パ
ソ
コ
ン
講
座
受
講
生
募
集
！ 

                    
 

ア
ナ
ロ
グ
放
送
終
了
と 

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
つ
い
て 

優
良
運
転
者
表
彰
の
お
知
ら
せ
で
す 

     

　
人
事
院
で
は
、
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
試
験

と
し
て
、
「
平
成
23
年
度
国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ

種
試
験
」
を
実
施
し
ま
す
。 

【
受
験
資
格
】
　 

　
平
成
２
年
４
月
２
日
〜 

　
平
成
６
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者 

【
受
付
期
間
】
　 

　
６
月
21
日
（
火
）
〜
６
月
28
日
（
火
） 

【
第
１
次
試
験
日
】
　 

　
９
月
４
日
（
日
） 

（
九
州
地
区
で
は
８
試
験
地
で
実
施
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
　 

　
人
事
院
九
州
事
務
局 

　
〒
８
１
２-

０
０
１
３
　 

　
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
２
｜
１
１
｜
１ 

　
☎
０
９
２
｜
４
３
１
｜
７
７
３
３ 

　h
ttp://w

w
w
.jin
ji.go.jp/ 

　
（
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
） 

※
「
国
家
公
務
員
試
験
採
用
情
報
ナ
ビ
」
か
ら

お
入
り
く
だ
さ
い
。 

     

　
ヤ
ン
グ
Ｊ
Ｏ
Ｂ
サ
ポ
ー
ト
み
や
ざ
き
で
は
、

40
歳
未
満
の
方
の
就
職
に
関
す
る
相
談
を
お
受

け
し
て
い
ま
す
。
就
職
活
動
中
の
人
、
履
歴
書

の
書
き
方
や
面
接
の
受
け
方
な
ど
で
悩
ん
で
い

る
人
な
ど
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
延
岡
サ
テ
ラ
イ
ト
ま
で
は
ち
ょ
っ
と
遠
く

て
と
い
う
方
は
、
出
張
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。 

○
ヤ
ン
グ
Ｊ
Ｏ
Ｂ
サ
ポ
ー
ト
み
や
ざ
き
延
岡
サ

テ
ラ
イ
ト 

場
　
所
　 

　
延
岡
就
職
支
援
セ
ン
タ
ー
内
（
延
岡
市
愛
宕

　
町
２-

15
　
延
岡
総
合
庁
舎
１
階
） 

日
　
時
　
月
〜
金
曜
日
　
９
時
10
分
〜
17
時

（
土
・
日
・
祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
） 

内
　
容
　 

　
専
門
相
談
員
に
よ
る
個
別
就
職
相
談 

　
履
歴
書
の
書
き
方
や
面
接
の
受
け
方
の
指
導 

　
パ
ソ
コ
ン
を
利
用
し
た
職
業
適
性
診
断 

　
就
職
支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催 

　
就
職
関
連
情
報
の
提
供 

　
無
料
職
業
紹
介 

費
　
用
　
無
料 

申
込
方
法
　 

　
事
前
に
電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
（
予
約
制
） 

申
込
先
　 

　
ヤ
ン
グ
Ｊ
Ｏ
Ｂ
サ
ポ
ー
ト
み
や
ざ
き 

　
延
岡
サ
テ
ラ
イ
ト 

　
☎
０
９
８
２
｜
３
５
｜
２
１
１
６ 

 

○
出
張
相
談 

場
　
　
所
　 

　
日
向
商
工
会
議
所
１
階
市
民
交
流
室 

（
日
向
市
上
町
３-

１
５
） 

日
　
　
時
　
毎
月
第
４
水
曜
日
　
11
時
〜
16
時 

申
込
方
法
　 

　
事
前
に
電
話
で
申
込
み
く
だ
さ
い
（
予
約
制
） 

申
込
先
　 

　
ヤ
ン
グ
Ｊ
Ｏ
Ｂ
サ
ポ
ー
ト
み
や
ざ
き 

　
宮
崎
市
橘
通
東
４
｜
８
｜
１
カ
リ
ー
ノ
宮
崎
８
階 

　
☎
０
９
８
５
｜
２
３
｜
７
２
６
０ 

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス 

　h
ttp://w

w
w
.yjs-m

iyazaki.jp 
  

   

　
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
で
は
、
男
女
共
同

参
画
社
会
基
本
法
の
公
布
・
施
行
日
（
平
成
11

年
６
月
23
日
）
に
ち
な
み
、
毎
年
６
月
23
日
か

ら
29
日
ま
で
「
男
女
共
同
参
画
週
間
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。 

　
男
女
が
互
い
に
人
権
を
尊
重
し
つ
つ
喜
び
も

責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な

く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ

と
が
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
向

け
、
今
年
度
は
「
チ
ャ
ン
ス
を
分
か
ち
、
未
来

を
拓
こ
う
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
の
も

と
活
動
を
実
施
し
ま
す
。 

　
詳
し
く
は
、
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

h
ttp://w

w
w
.gen
d
er.go.jp/

　 

内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局 

    

　
宮
崎
県
が
行
う
物
品
の
買
い
入
れ
等
の
入
札

に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
「
競
争
入
札

参
加
資
格
者
名
簿
」
へ
の
登
載
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
資
格
審
査
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

受
付
期
間 

　
７
月
１
日
（
金
）
〜
29
日
（
金
） 

　
※
土
日
祝
日
を
除
く 

受
付
時
間 

　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時 

受
付
場
所 

　
県
庁
附
属
棟
３
０
３
号
室 

出
張
受
付 

　
延
岡
総
合
庁
舎
　
２
０
１
号
及
び
２
０
２
号

　
会
議
室 

　
７
月
21
日
（
木
）
〜
22
日
（
金
） 

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時 

申
請
書
配
布 

　
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー
、
各
県
税
・
総
務
事
務

　
所
、
西
臼
杵
支
庁
、
串
間
・
西
都
土
木
事
務
所 

問
い
合
わ
せ
　 

　
宮
崎
県
総
務
部
総
務
事
務
セ
ン
タ
ー 

　
☎
０
９
８
５
（
２
６
）
７
２
０
８
物
品
担
当 

    

　
国
土
交
通
省
で
は
、
迅
速
な
リ
コ
ー
ル
実
施

や
リ
コ
ー
ル
隠
し
等
の
防
止
の
た
め
、
「
自
動

車
不
具
合
情
報
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
を
通
じ
て
、

皆
様
の
お
車
に
発
生
し
た
不
具
合
情
報
を
収
集

し
て
お
り
ま
す
。
お
車
に
不
具
合
が
発
生
し
た

際
に
は
、
情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。 

○
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル 

　
０
１
２
０
｜
７
４
４
｜
９
６
０
（
平
日
・
日
中
） 

○
自
動
音
声 

　
０
３
｜

３
５
８
０
｜

４
４
３
４
（
年
中
無
休
・
24
時
間
） 

○
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
受
付w

w
w
.m
lit.go.jp/R

J/ 
   

〜
外
国
人
指
針
に
基
づ
く
外
国
人
労
働
者
の
適

切
な
雇
用
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。
〜 

詳
し
い
内
容
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
外
国
人
雇
用
対
策
」
欄 

（h
ttp
://w
w
w
.m
h
lw
.go.jp

/b
u
n
ya/koyou

/
gaikokujin

.h
tm
l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

お
問
い
合
せ
は
、 

　
宮
崎
労
働
局
職
業
安
定
部
職
業
安
定
課 

　
☎
０
９
８
５-

３
８-

８
８
２
３ 

ま
た
は
、
最
寄
り
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
ま
で 

  

若
者
の
就
職
活
動
を
応
援
し
ま
す
。 

６
月
23
日
か
ら
29
日
は 

男
女
共
同
参
画
週
間
で
す 

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格 

審
査
申
請
の
定
期
受
付
に
つ
い
て 

自
動
車
の
不
具
合
情
報
を 

お
寄
せ
下
さ
い 

外
国
人
を
雇
用
し
て
い
る 

雇
用
を
お
考
え
の
企
業
の
皆
様
へ 

 
 

 
 

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種
試
験 

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）の
実
施
に
つ
い
て 
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6
月
の
水
道
当
番
表 

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。 

今
月
の
水
道
当
番
業
者
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。 

5/29 
請関 

30 
請関 

31 
請関 

6/1 
請関 

2 
請関 

3 
請関 

4 
請関 

5 
サンクス 

6 
サンクス 

7 
サンクス 

8 
サンクス 

9 
サンクス 

10 
サンクス 

11 
サンクス 

12 
小松 

13 
小松 

14 
小松 

15 
小松 

16 
小松 

17 
小松 

18 
小松 

19 
南日本 

20 
南日本 

21 
南日本 

22 
南日本 

23 
南日本 

24 
南日本 

25 
南日本 

26 
セイユウ 

27 
セイユウ 

28 
セイユウ 

29 
セイユウ 

30 
セイユウ 

7/1 
セイユウ 

2 
セイユウ 

◆
水
道
料
金
の
口
座
振
替
に
つ
い
て 

                       

６
月
27
日
は
、
５
月
分
の
口
座
振
替
日
に
な
り
ま
す
。 

                       

ま
た
、
６
月
27
日
に
引
落
し
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
７
月
11
日
に
再
振
替
し
ま
す
。 

                       

な
お
、
４
月
分
の
再
振
替
は
６
月
10
日
に
行
な
い
ま
す
。 

                       
                        

◆
水
道
料
金
の
納
付
書
に
つ
い
て                        

今
月
上
旬
に
水
道
料
金
５
月
分
の
納
付
書
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。 

                       

納
付
書
は
ハ
ガ
キ
タ
イ
プ
に
な
っ
て
お
り
、
丁
寧
に
は
が
し
て
料
金
を
ご
確
認
の
上
、 

                       

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

事 業 者    
請 関 水 道 設 備 工 業         
小 川 水 道 設 備         
小 泉 管 工 事 工 務 店         
富 高 工 務 店         
サ ン ク ス 設 備 機 器         
セ イ ユ ウ 設 備         
小 松 設 備         
南 日 本 設 備 サ ー ビ ス        

門 川 町 役 場 　 水 道 課        

昼間       
６３－１２８６       
６３－２５０６       
６３－１２５１       
６３－４８８２       
５０－４３３３       
６３－３０８６       
６３－７２３５       
６３－３６２２      

夜間       
６３－３１３９       
６３－２５０６       
６３－１２５１       
６３－４８８２       
６３－０７４４       
６３－３０８６       
６３－７２３５       
６３－３６２２      

６３－７６７８      （代）６３－１１４０      

～ヘルスメイト養成講座～ 

 

　食生活改善推進員（ヘルスメイト）の養成講座を開催します。 
子育てが一段落した方、空いた時間でボランティア活動をした
いという方、料理をするのも食べるのも大好きという方、まず
は自分や家族の健康のためにおいしく楽しく勉強してみません
か。 
　毎月、調理実習とさまざまな健康情報について学べる内容に
なっています。 
 
○ 受講料：　無料 
○ 申し込み締め切り：　６月２４日（金）まで 
○ お申込み・お問い合わせ先： 
　 門川町役場　町民課　健康づくり係　TEL63-1140 
 

7月  6日（水） 

8月  3日（水） 

9月  7日（水） 

10月  5日（水） 

11月  2日（水） 

12月  7日（水） 

1月26日（木） 

2月23日（木） 

3月22日（木） 

 

実 施 日  

 

時 間  場 所  

中央公民館　 

２階調理室 

9：30～　  

14：00

7月12日（火） 

8月  9日（火） 

9月13日（火） 

10月11日（火） 

11月  8日（火） 

12月13日（火） 

 

実 施 日  

 

時 間  場 所  

中央公民館　 

２階調理室 

9：30～ 

　13：30

　「自分も料理ができれば…」と
思った経験はありませんか？「簡
単なものなら自分で作れる」
「ちょっと考えてから食べる」を
テーマに６回コースで教室を開催
します。 
　男性だけの料理教室ですので、
周りを気にせず料理を楽しむこと
ができます!!料理初心者の方も大歓迎です。 
 
○ 申し込み締め切り：６月３０日（木）まで 
○ お申込み・お問い合わせ先： 
　 門川町役場　町民課　健康づくり係　TEL63-1140 
 
 
６回コース 

トマト教室 

 

男性料理教室 

教室生を募集します!! 
 

教室生を募集します!! 
 

 
日 

 
月 

 
火 

1
水 

2
木 

3
金 

4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 7/1 2

土 
6月のカレンダー （平成23年5月12日現在） 

乙島キャンプ場 
予約受付開始 
（平日8：30～17：00　 
役場産業振興課） 

日向地区中学校総 
合体育大会 
（４～５日・14日） 

英会話教室 
（19：00～21：00　 
クリエイティブセンター門川） 
 

英会話教室 
（19：00～21：00　 
クリエイティブセンター門川） 
 

英会話教室 
（19：00～21：00　 
クリエイティブセンター門川） 
 

英会話教室 
（19：00～21：00　 
クリエイティブセンター門川） 
 

英会話教室 
（19：00～21：00　 
クリエイティブセンター門川） 
 

みんなと朝市 
（8：00～9：30 
門川漁港） 
 

郷土史講座 
（13：30～15：30　 
門川町立中央公民館） 

高齢者教室 
（9：00～12：00　 
門川町立中央公民館） 

野菜づくり教室 
（9：00～12：00　町内） 

野菜づくり教室 
（9：00～12：00　町内） 
古文書学習会 
（10：00～12：00 
　門川町立中央公民館） 

行政相談日 
（10：00～15：00　 
門川町総合福祉センター） 
つどいの広場 
（10：00～12：00　 
心の杜チャイルドルーム） 

つどいの広場 
（10：00～12：00　 
心の杜チャイルドルーム） 

心の杜休館日 

おはなし会 
（11：00～　 
門川町立図書館） 
みやざき県民総合 
スポーツ祭 
（県内各地11～12日） 

おはなし会 
（10：30～　 
門川町立図書館） 

おはなし会 
（10：30～　 
門川町立図書館） 

「
あ
じ
さ
い
ロ
ー
ド
」
は
美
郷
町
北

郷
区
椎
野
地
区
に
あ
り
ま
す
。 

　
見
頃
と
な
る
６
月
下
旬
か
ら
７
月

上
旬
に
は
色
鮮
や
か
な
紫
陽
花
約
３

万
本
が
咲
き
誇
り
、
人
々
の
目
を
楽

し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。 

　
期
間
中
は
地
元
の
方
々
に
よ
る
特

産
品
等
の
販
売
や
、「
あ
じ
さ
い
祭

り
」
の
開
催
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。 

　
癒
し
の
郷
「
あ
じ
さ
い
ロ
ー
ド
」

に
是
非
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

【
場
所
】
美
郷
町
北
郷
区
椎
野
地
区 

（
美
郷
町
役
場
北
郷
支
所
よ
り
県
道

２
１
０
号
線
を
日
之
影
町
方
面
へ
車

で
約
15
分
） 

※
開
花
期
間
中
「
あ
じ
さ
い
ロ
ー

ド
」
は
一
方
通
行
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】 

美
郷
町
役
場
北
郷
支
所
企
画
情
報
課 

　
０
９
８
２-

６
２-

６
２
０
１ 

色
鮮
や
か
な
紫
陽
花
を

色
鮮
や
か
な
紫
陽
花
を 

　
見
に
来
て
く
だ
さ
い
！

　
見
に
来
て
く
だ
さ
い
！ 

色
鮮
や
か
な
紫
陽
花
を 

　
見
に
来
て
く
だ
さ
い
！ 

遊学塾 
（9：00～12：00　門川町立中央公民館） 

遊学塾 
（9：00～12：00　 
門川町立中央公民館） 
農業委員会定例会 
（門川町役場） 
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しらす干し 小松菜 ごはん 
しょうゆ 

軽く1杯 

各小さじ1/2

1/4かけ 
小さじ2/3 
小さじ1

小さじ1 
小さじ1/2
小さじ1 
 

小さじ1

3 30

たまねぎ 
にんじん 
えのき 
ねぎ 

20 
15 
15 
3

たまねぎ 
干し椎茸 
レタス 

15 
0.5 
10

キャベツ 
たまねぎ 
ピーマン（赤・緑） 

20 
10 
各5

じゃがいも 
だし汁 
味噌 

30 
150 
10

シュウマイの皮 
醤油、酒 
片栗粉 
ごま油 

3枚 
各3g 
3g 
0.5g

しょうが 
みりん 
しょうゆ 

5 
4 
6

100 
少  々

30.0 
0.40 
0.50 
6.0 
2.0 
4.0 
210 
40 

1300 
300 
400 
10.0 
84 
16 
600

34.2 
0.60 
0.61 
8.8 
5.8 
5.8 
519 
92 

1733 
404 
573 
10.3 
88 
14 
614

ごま 少  々

はものすりみ 
グリンピース 
卵 

40 
3個 
10

豚もも薄切り 25

かぼちゃ 
アスパラガス 

30 
15

切り干し大根 
にんじん 
干し椎茸 

だし汁 
砂糖 
酒 
しょうゆ 

7 
10 
2

日向夏 
ミニトマト 

50 
30

砂糖 
塩コショウ 

1 
少  々

40 
1 
5 
3

砂糖 
水 

3 
3

卵 
粉チーズ 

30 
2

いりこ 
ごま 

6 
1

～やっちみろや健康づくり21～『健康づくりは食事から』 

1.菜めし　　2.具だくさん味噌汁 
3.はもしゅうまい　4.豚肉のしょうが焼き風 
5.カラフルオムレツ　6.切り干し大根の煮物 
7.煮干しのごまめ　　8.日向夏 
 

パーフェクトメニュー（栄養素の整った献立） 
 

 
6月は食育月間です。この機会に、ご家庭でも日頃の生活習慣を見
直し、“早起き・早寝・朝ごはん”を実践していきましょう。 

＜作り方＞ 

１　①小松菜はゆでてみじん切りにする。炊き上がったご飯に小松菜としらす干し、ごまを混ぜる。 

３　①たまねぎと椎茸をみじん切りにし、片栗粉をまぶしておく。グリンピースを塩ゆでしておく。 

　　②すりみに溶き卵、調味料、片栗粉、具材を加えてよく練る。皮で包み、グリンピースをのせて１０分ほど蒸す。 

４　①しょうが汁と調味料を合わせ、半量の調味液に豚肉をつけ込む。野菜を1.5cmの色紙切りにする。 

　　②豚肉を炒め、色が変わったら取り出し、野菜を炒める。残りの調味液と取り出しておいた豚肉を入れてさっと炒める。 

６　①切り干し大根と干し椎茸を戻しておく。細切りにした具材を油でかるく炒め、だし汁、調味料を加えて煮ふくめる。 

７　①煮干しとゴマをそれぞれ乾煎りしておく。砂糖と水を火にかけ、ふつふつしてきたら煮干しなどをいれてからめる。 

今月の納期  

◎町県民税　1期 

●町内人口 5月1日現在 

男 

8,831 
（8,827） 

9,912 
（9,901） 

18,743 
（18,728） 

7,241 
（7,292） 

女 計 世帯数 

（　）内は先月 

お問い合わせ　町民課　健康づくり係 
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＜１人分の材料と栄養価＞ 

朝食レストランの朝ごはんの 
メニューを紹介してます 


